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問い合わせは、都市住宅課 都市計画・景観係まで。

地 行く�協力隊が
おこし域

――�Vol.76
　みなさんこんにちは！赴任して１年半が経ちました地域おこし協力隊の宮長寛大です。この１年半の間にたく
さんの方のご協力のもとでさまざまなことを経験させていただきました。本当にいつもありがとうございます。
これからももっとたくさん中標津町の魅力を日本全国へ届けたいと思います。

　さて、先月29日に開陽台オープンイベントが開催され、今年も開陽台展望館が10月末まで利用できるように
なりました！展望館の屋上から壮大な北海道らしい景色を見ると、自然の素晴らしさを感じることができ、夜に
行くと星空が広がっています。
　こんな素晴らしい体験を“観光”に繋げられるようにたくさん学んで、町内の方から町外の方までみんなが楽
しめるようなイベントやツアーを、町の観光資源（開陽台やモアン山など）を絡めて行なっていきたいと思います。

　また、私事ではありますが、昨年小学１～６年生を対象とした少年団野球チーム（中標津ビッグベアーズ）を
設立しました。スポーツをする上で勝利を目指すことは大切ですが、スポーツを通じて仲間をつくることや友達
を大切に思いやる心などを身につけてほしいです。私も子どもたちと一緒にスポーツを楽しんで、スポーツの魅
力を伝えていきたいと思っています。

　今年度は昨年度よりも更にパワーアップして、地域の方とたくさんコミュニケーションを取り、町の魅力を更
に発信することや、自分の得意なスポーツでも中標津町に貢献していきたいと思います。みなさまご協力よろし
くお願いします。
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　土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用
計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

 【届出の対象となる面積】・都市計画区域 ５千㎡以上　　・都市計画以外の区域 １万㎡以上
　※�なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも届出が必要

です。
【届出の対象となる取引】
　�　所有権・地上権・貸借権など、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定につ
いて、対価をもって契約する場合となります。

【届出期限】契約締結日から２週間以内
　※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください。

【提出書類】各３部
　�・土地売買等届出書　・土地売買等契約書の写し　・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上
の地形図　・土地およびその付近の状況を明らかにした５千分の１以上の図面　・土地の形状を明ら
かにした縮尺２千５百分の１以上の図面　・委任状（代理人が届出する場合）

【罰　　則】届出をしないと法律で罰せられることがあります。
【届出・問い合わせ先】　都市住宅課 都市計画・景観係
　※提出様式や制度の詳細は町ホームページをご覧ください。

少年団野球チームとB・B

広報なかしべつ 令和５年５月号 掲載


